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Ⅰ 指定管理者制度の導入 

 

１ 自転車駐車場の現状 

   現在、自転車駐車場は、３１カ所あり、自転車については１６，０３１台の収 

容台数がある。他に、原動機付自転車６１４台の収容台数がある。 

（自転車駐車場の指定管理者制度導入について） 

指定管理者制度を活用していくための指針として「北区指定管理者制度ガイド 

ライン（平成１６年１２月策定、平成１８年４月制定、平成３１年４月改訂）」

を策定し、その後、「北区経営改革プラン（平成１７年３月策定）」及び「北区経

営改革新５か年プラン（平成２２年３月策定）」において自転車駐車場への導入

を位置づけ、実施している。 

今回の募集は、新設予定１箇所を含め計１３箇所（田端駅周辺４箇所を含む）

を公募による指定管理者とするために行うものです。 

 

２ 指定管理者制度導入の目的 

指定管理者制度を導入する目的は以下のとおりである。 

（１）多様化する利用者ニーズに効果的・効率的に対応するため。 

（２）公の施設管理に民間能力を活用し、サービスの向上を図るため。 

（３）施設の維持管理経費を削減するため。 

 

３ 公募要項の位置付け 

北区立自転車駐車場指定管理者公募要項（以下「要項」という。）は、東京都

北区自転車等駐車場条例（昭和６１年３月東京都北区条例第１号）（以下、「条例」

という。）に基づき、次の施設の指定管理者候補者を公募するために定めた要項

です。 

①新田端大橋北自転車駐車場   ②新田端大橋南自転車駐車場 

③新田端大橋中央自転車駐車場  ④田端駅前自転車駐車場 

⑤尾久駅前自転車駐車場     ⑥十条駅西口自転車駐車場 

⑦滝野川三丁目自転車駐車場   ⑧王子駅明治通り自転車駐車場 

⑨西ヶ原駅前自転車駐車場    ⑩赤羽駅南第三自転車駐車場 

⑪北谷端公園脇自転車駐車場   ⑫赤羽駅東口自転車駐車場 

⑬（仮称）赤羽駅西口駅前自転車駐車場 

 

４ 指定期間 

令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで（５年間） 

指定期間中に実績評価及び法人の経営状況の調査を実施します。その結果、協 

    定書に定める管理運営水準を満たさない場合、又は経営状況の悪化等により管理 

業務を継続することが不可能もしくは著しく困難になったと判断されるときは 
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指定を取り消す場合があります。 

 

５ 使用料の取扱い 

（１）施設の使用料は、利用料金制とし、指定管理者の収入とする。 

（２）指定管理者の提案による金額を北区へ指定期日までに納付するものとする。 
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２ 使用料 

自転車駐車場 （東京都北区自転車駐車場条例別表第２） 

自転車 

駐車場名 

種
別 

利用方法 
北区民 北区民以外 

一般 学生 一般 学生 

浮
間
四
丁
目
、
赤
羽
北
二
丁
目
、
赤
羽
駅
南
口
第
一
、
栄
町
、
赤
羽
駅
西
口
北
、
尾
久
駅
前
（
屋
上
） 

自
転
車
（
地
下
・
一
階
） 

当日利用(1 日 1回)      100 円 

定
期
利
用 

1 か月 1,080 円 640 円 1,620 円 970 円 

3 か月 2,910 円 1,740 円 4,360 円 2,610 円 

6 か月 5,230 円 3,130 円 7,840 円 4,700 円 

自
転
車
（
二
階
以
上
） 

当日利用(1 日 1回) 100 円 

定
期
利
用 

1 か月 770 円 460 円 1,150 円 690 円 

3 か月 2,070 円 1,240 円 3,100 円 1,860 円 

6 か月 3,720 円 2,230 円 5,580 円 3,340 円 

原
動
機
付
自
転
車 

当日利用(1 日 1回) 150 円 

定
期
利
用 

1 か月 1,620 円 970 円 2,430 円 1,450 円 

3 か月 4,370 円 2,620 円 6,550 円 3,930 円 

6 か月 7,860 円 4,710 円 11,790 円 7,070 円 
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自転車 

駐車場名 

種
別 

利用方法 
北区民 北区民以外 

一般 学生 一般 学生 

そ
の
他
の
駐
車
場 

自
転
車
（
地
下
・
一
階
） 

当日利用(1日1回)      150 円 

定
期
利
用 

1 か月 2,160 円 1,290 円 3,240 円 1,940 円 

3 か月 5,830 円 3,490 円 8,740 円 5,240 円 

6 か月 
10,490

円 
6,290 円 15,730 円 9,430 円 

自
転
車
（
二
階
以
上
） 

当日利用(1 日 1回） 100 円 

定
期
利
用 

1 か月 1,540 円 920 円 2,310 円 1,380 円 

3 か月 4,150 円 2,490 円 6,220 円 3,730 円 

6 か月 7,470 円 4,480 円 11,200 円 6,720 円 

原
動
機
付
自
転
車 

当日利用(1 日 1回) 200 円 

定
期
利
用 

1 か月 3,240 円 1,940 円 4,860 円 2,910 円 

3 か月 8,740 円 5,240 円 13,110 円 7,860 円 

6 か月 15,730 円 9,430 円 23,590 円 14,150 円 

 



３
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用
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４ 業務内容 

（１）自転車駐車場の維持管理に関する業務 

   ① 利用者への公平な接遇及び安全確保 

   ② 施設等の良好な維持管理 

   ③ スタッフの適正な人員配置 

   ④ スタッフへの研修 

   ⑤ 自転車駐車場及びその周辺の清掃及び整頓 

   ⑥ 利用者等の苦情等への対応体制 

   ⑦ 事業報告書・経理関係文書等の適時な提出 

（２）自転車駐車場に関する次の業務 

① 事業の運営 

② 使用の承認・使用料の収受 

③ 使用の不承認 

④ 使用承認の取消し等 

⑤ 使用料の減免業務 

⑥ 使用料の還付業務 

（３）ＪＲ田端駅周辺の放置自転車等の整理業務 

① 自転車駐車場への誘導・勧奨・啓発 

② 放置自転車の整理整頓と台数調査 

③ 駅周辺の環境美化 

④ コミュニティバスのバス停留所付近の車両及びバス乗降客の安全誘導 

 （朝のみ２時間程度） 

（４）その他、北区が必要と認める業務 

 

５ 業務実施上の条件 

（１）田端駅前自転車駐車場の防火・防災体制について 

当該施設は、田端アスカタワーの一角にあり、当タワーの防災センターの指示に基づく防

火・防災体制を構築すること。また、防火及び防災管理者を定め法令の基づく所定の手続き

及び業務を行う。夜間は管理員（警備員）を配置し２４時間常駐とする。 

（２）尾久駅前自転車駐車場は、次に掲げる経費が必要となる。 

   ① PR コーナー管理は町会への委託料（約２６万円／月）※委託先との協定書あり 

   ② ジェイコム東京北（ケーブルテレビ）への接続料（約１万円／月） 

   ③ ベルトコンベアーの保守点検費用（約２２万円／年２回分） 

   ④ 自動ドア保守点検（約６万円／年４回） 

（３）十条駅西口自転車駐車場は、次に掲げる経費が必要となる。 

   ① ベルトコンベアーの保守点検費用（約２８万円／年２回分） 
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（４）コイン式自転車駐車場 

    下記１０か所の自転車駐車場は、利用者対応のため遠隔操作で対応しています。必要な場

合は、協議により遠隔操作業務を再委託することができる。 

なお、遠隔操作対応（コールセンター対応）を行う場合は、対応できる管理ソフトが必要 

となる。費用については指定管理者負担とする。 

① 新田端大橋北自転車駐車場（当日利用のみコイン式、日本コンピュータ・ダイナミク

ス株式会社、以下ＮＣＤ㈱という。：原付も含む。） 

② 新田端大橋南自転車駐車場（当日利用のみコイン式、ＮＣＤ㈱） 

③ 十条駅西口自転車駐車場（当日利用のみコイン式、ＮＣＤ㈱：原付も含む） 

    ④ 滝野川三丁目自転車駐車場（日本信号㈱） 

    ⑤ 王子駅明治通り自転車駐車場（アマノ㈱）（当日利用開始から２時間無料） 

    ⑥ 西ヶ原駅前自転車駐車場（ラックは㈱ヒューマン・インダストリアル・デザイン、精算

機は㈱ノーステック） 

    ⑦ 赤羽南第三自転車駐車場（アマノ㈱）（当日利用開始から２時間無料） 

    ⑧ 北谷端公園脇自転車駐車場（アマノ㈱）（当日利用開始から２時間無料） 

⑨ 赤羽駅東口自転車駐車場（ＮＣＤ㈱）（当日利用開始から２時間無料） 

   ⑩ （仮称）赤羽駅西口駅前自転車駐車場（未定）（当日利用開始から２時間無料） 

 （５）利用料金の保管について 

        利用料金の取り扱いは、公金に準ずるものとします。受領した利用料金は、指定管理者 

が適切に保管し、特に夜間の防犯対策については留意すること。 

６ 人員体制 

業務内容を確実に遂行し、駐輪施設の設置目的を効果的に達成できる人員を配置すること。 

 

７ 管理運営に関する収入及び経費 

（１）収入 

自転車駐車場は、利用料金制を導入することとし、指定管理者は、利用者が支払う利用料金

及び指定管理者が実施する事業に伴う収入を自らの収入とすることができる。 

なお、利用料金については、東京都北区自転車等駐車場条例別表第二(第七条関係)に定める

額とする。 
（２）運営経費の負担 

   ① 指定管理者の負担 

   ・自転車駐車場の管理に要する経費 

   ・自転車駐車場の管理に伴う消耗品、備品等の経費 

   ・自転車駐車場の管理に伴う小修繕、保険等の経費 

   ・消費税(課税内容・納入金額等については、税務署に相談してください) 
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   ② 北区の負担 

自転車駐車場施設の構造又は形態の変更にかかる大規模修繕のうち１００万円以上の 

ものとします。 

③ 納付金 

 (ア) 区と指定管理者との協議により決定した金額を指定期日までに納付すること。 

   なお、納付金額については協定締結時に定めることとする。 

(イ) 年間利用料金収入が提案された各年度の資金収支計画書に示す収入額よりも上回っ 

た場合、その２分の１相当額を区に納付すること。 

       (ウ) なお、指定管理期間中、施設数や施設内収容台数等の増減があった場合は、区と協議 

の上決定するものとする。 

   （エ）不測の事態により著しく収入減になった場合は、区と協議の上決定するものとする。 

（３）その他 

① 区分会計の独立 

(ア)指定管理者は、管理運営に係る経理事務を行うにあたり、原則として自身の団体と独

立した会計帳簿書類及び経理規定を設けること。 

(イ)会計年度は、４月１日から翌年３月３１日とする。 

② 管理口座 

経費及び収入は、原則として団体自体の口座とは別の口座で管理すること。 

③ 備品等の帰属等 

･ 購入した備品等は、北区に属することとします。 

･ 備品等を購入及び廃棄する場合は、事前に北区へ報告することとする。 

 

８ 事業の実施 

（１）法令等の遵守 

指定管理者として公の施設の管理運営を行う際は、特に次に掲げる法令等を遵守すること 

とします。 

① 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

② 労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

③ 最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号） 

④ 労働安全衛生法（昭和４７年法律第３７号） 

⑤ 東京都北区自転車等駐車場条例（昭和６１年３月東京都北区条例第１号） 

⑥ 東京都北区自転車等駐車場条例施行規則（昭和６１年３月東京都北区規則第３号） 

⑦ 東京都北区自転車の放置防止に関する条例 

（昭和５８年１２月東京都北区条例第２４号） 

⑧ 東京都北区個人情報保護条例（平成７年９月東京都北区条例第３０号） 

⑨ 東京都北区行政手続条例（平成８年１２月東京都北区条例第３５号） 
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⑩ 東京都北区情報公開条例（平成１２年１２月東京都北区条例第６３号） 

 

（２）施設の運営 

   開場時間は、原則として２４時間です。有人管理は、午前６時３０分～午後７時３０分 

とする。（年末年始を除く）｡ただし、指定管理者が必要と認め、北区が承認したときは変更 

することができる。 

（３）指定管理者の自主事業 

   指定管理者は、施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、 

 北区の承認を得て自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとします。 

  ただし、自動販売機の設置については、利益の一定割合を区に還元していただきます。対 

象となる利益の額は、自動販売機の売上額から管理費用（電気代、目的外使用料等）を引いた 

金額とし、１，０００円未満は切り捨てる。 

  利益の還元については、応募者の提案事項としますが、５０％を下限とし、それを下回る 

提案は認めない。 

  自動販売機の電気料は、施設全体の電気メーターとは別に、自動販売機専用のメーターを 

設置すること。また、自動販売機にかかる収支は、利用料金収入（本業務）の収支に算入せ 

ず、別途報告をするものとする。       

（４）事業報告 

指定期間中は、原則として以下の事業報告を行うものとする。なお、報告書の様式及び提出

期限は協定で定める。 

① 月報（事業・実績）  ② 四半期事業報告書   ③ 年間事業報告書 

 

９ 評価 

指定期間中、法令及び協定が遵守されていないことが認められたとき、又は事業を評価した

結果、改善が必要と認められるときは北区から是正勧告をする。 

この是正勧告後も改善が見られないときは、指定管理者の指定を取消すことがある。 

 

１０ 立入り検査及び監査 

北区は、指定管理者に対して業務及び経理の状況について、実地に立入検査を行うことがで 

きる。また、北区監査委員は指定管理者が行う経理について監査することができる。 

なお、監査等に要する資料は、北区の指示に従って作成すること。 

 

１１ モニタリング 

北区は施設の管理運営状況について、定期ないしは随時モニタリングを行う。実施方法等に

ついては、協定等で定めることとする。 
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１２ リスクへの対応 

指定期間中、主なリスクについては、以下の負担区分を基本として対応するものとする。 

リスクの種類 内    容 北 区 指定管理者 

法令などの 

変更 

指定管理者がおこなう管理運営業務に

影響を及ぼす法令等の変更 
協議事項 

物価 
物価変動による費用の増加  ○ 

ただし、急激な物価変動によるもの 協議事項 

施設競合 競合施設による利用者減、収入減  ○ 

需要変動 当初の需要見込みと異なる状況  ○ 

運営費の膨張 北区以外の要因による運営費の膨張  ○ 

施設損傷 

施設、機器等の損傷 協議事項 

指定管理者の責による施設管理上の瑕

疵に起因する火災等事故 

 
○ 

災 害 時 
本施設が防災拠点として利用されてい

る間の業務停止による運営リスク 
協議事項 

利用者、第三

者に対する賠

償 

指定管理者が行う業務の履行に関して

発生した損害・事故 
 ○ 

その他の原因で生じた損害・事故 協議事項 

 

１３ 事業の継続が困難となった場合等 

（１）協定の解釈で疑義が生じた場合又は協定に定めのない事項が生じた場合の措置 

北区と指定管理者は誠意をもって協議するものとする。 

（２）指定管理者の責に帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合、若しくは困難であ 

  ると北区が判断した場合の措置 

北区は指定の取消しができる。この場合、北区が被った損害は指定管理者が賠償するもの

とする。 

（３）その他の事由により事業の継続が困難となった場合 

災害その他の不可抗力等、北区及び指定管理者双方の責に帰すことができない事由により、 

  業務の継続が困難になった場合、事業の可否について協議するものとする。 

 

１４ 施設設備の部分改修、修繕のため一時的に休場する場合 

施設の維持管理上、止むを得ず休場する場合は、事前協議を行うこととする。 

 

１５ 注意事項 

（１）指定管理者は、事前に書面により北区の承認を受けた場合を除いて、本事業の一部を第三

者に委託してはならない。 
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 (２)自転車駐車場が公の施設であることを常に念頭において、公平な運営に努めること。 

（３）北区及び区民、関係団体、官公庁等との連携を図った事業運営を行うこと。 

（４）北区の条例及び規則に準拠した情報公開及び個人情報保護に関する規定を定め、職員に周

知徹底すること。 

（５）緊急対応策、防犯・防災対策についてマニュアルを作成し、職員に周知徹底すること。 

（６）指定管理者が施設の管理運営にかかる各種規定または要綱を定めるときは、北区と協議し

て行うこと。 

（７）指定管理期間の終了又は指定取消しの際、現行の業務を北区又は新たな指定管理者に速や

かに引継ぎができるようにするため、現行の業務内容を記載した引継ぎマニュアルを作成し

確実に引継ぎを行うこと。 

（８）指定管理者は本業務の実施にあたり、施設賠償責任保険に加入すること。 

（９）その他、仕様書に記載のない事項については、北区と協議を行い、北区の指示に従うこと。 

（10）条例改正によって使用料が変更になる場合がある。 
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Ⅲ 指定管理者の応募・選定 

１ 指定管理者選定スケジュール（予定） 

   

日  程 内  容 

令和３年２月１０日～４月１２日 公募要項の配布 

令和３年 月  日 現場説明会・現地案内 

令和３年２月２４日～３月１０日 質問書の受付 

令和３年３月１７日 質問書の回答 

令和３年４月１２日 事業者書類提出締切 

令和３年５月下旬 公募第一次審査（書類審査） 

令和３年６月中旬 公募第二次審査 

（プレゼンテーション） 

令和３年７月頃 公募選定結果公表 

指定管理者候補者内定通知交付 

令和３年９月～令和３年１０月 協議、北区議会指定議決 

令和３年１１月～令和４年３月 協定締結に向けた協議 

指定管理者による管理準備 

令和４年４月１日 指定管理者による管理開始 

      ＊応募者数によって日程を変更する場合があります。 

 

２ 応募者の参加資格要件等 

（１）応募者の資格 

① 施設管理業務及び自転車駐車場関係事業の経験知識が豊富な企業または団体 

② 個人での応募は不可 

（２）応募者の制限 

次に該当する法人等は、応募者となることができない。（※） 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者 

② 会社更生法、民事再生法に基づき更正又は再生手続きをしている法人 

③ 応募書類提出時点において、東京都北区の競争入札等の指名の停止の措置、又は入札参加

除外の措置を受けている者 

④ 法人税、法人事業税、法人住民税、消費税及び地方消費税を滞納している者 

⑤ 本指定管理者の選定を行う選定委員の属する法人等（なお、理由に関係なく応募後に判明

した場合、その時点で参加資格を失う） 

⑥ 指定管理者になろうとする法人及びその役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益



14 
 

となるような活動を行う団体又は構成員又は関係者の場合 

※注意事項 

応募者が、協定締結までの間に上記に規定する応募者資格を有しなくなった場合、または

提出された書類の記載事項が虚偽であることが判明した場合は、その時点で失格とする。 

（３）共同事業体（コンソーシアム）で申し込む場合の留意事項 

 ① 共同事業体の名称、代表団体が定められ、構成表、各団体の役割と責任が明確に記載 

された共同事業体協定書兼委任状の提出があること。 

（別紙「新田端大橋北自転車駐車場等指定管理者指定申請書類」参照。） 

     ② 単独で応募した団体が他の共同事業体応募の構成員になること及び共同事業体応募の 

構成員が他の共同事業体応募の構成員になることはできないこと。 

     ③ 北区との協定に関する責任は、構成員の全てが負うこと。 

     ④ 代表団体は、東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより定められた共同格付 

    （等級）において、他の構成員に対し同等以上の格付を有しているものであること。(種目 

は問わない。） 

  ⑤ 代表団体は、施設の管理に係る主要な業務を担うものであること。 

  ⑥ 指定期間において、代表団体が破産又は解散した場合は、協定書に基づき指定を取 

   り消すものとする。 

 

３ 応募手続き 

（１）公募要項の配布 

公募要項を令和３年２月１０日（水）～令和３年４月１２日（月）に配布する。 

① 配布場所：東京都北区土木部施設管理課自転車対策係 電話０３(３９０８)９２１８ 

東京都北区王子本町１－１５－２２（北区役所第一庁舎３階 17 番窓口） 

② 配布時間：午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く） 

※北区の公式ホームページにも公募要項・様式集を掲載します。 

（２）公募説明会の開催 

公募説明会を開催する予定ですが、新型コロナウイルス流行拡大のため時期・会場について

は未定です。参加を希望される団体は、令和３年３月１０日（水）１７時までに、電子メール

で別紙「様式１－３ 公募及び現場説明会参加申込書」を施設管理課自転車対策係（shisetsukanri-

ka@city.kita.lg.jp）まで提出してください。決定次第連絡をいたします。 

※注意事項 ① 説明会には、車でのご来場はご遠慮願います。また、交通費等、説明会 

        参加に要する費用の全ては参加者負担となります。 

② 説明会に参加される方は、１団体２名までとします。 

（３）公募要項に関する質問書の受付と回答 

① 受付期間：令和３年２月２４日（水）～令和３年３月１０日（水） 

② 受付方法：電子メールに別紙「様式１－４ 指定管理者指定申請に係る質問書」を添付し

mailto:ka@city.kita.lg.jp
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て提出してください。（電話での質問は受け付けません。） 

③ 回  答：令和３年３月１７日（水）までに電子メール・FAX または郵送で、全ての応

募団体あて回答いたします。回答が遅れる場合は、別途連絡いたします。 

（４）提出書類 

   提出書類は、別添「新田端大橋北自転車駐車場等指定管理者申請書類」に従い関係書類（本

編１部、写し１０部）を提出してください。 

  ※ 書類は持参してください。（郵送不可） 

※ 提出書類には、会社名・法人名等を記載せずに作成していただくもの（記載がある場合 

は、その書類は審査対象外）があります。 

※ 注意事項 

① 書類は全てＡ４サイズで統一し、ファイル綴じにしてください。 

② 提出いただいた書類のご返却はいたしません。 

③ 法人以外の団体にあっては、相当する書類を提出してください。 

④ 関係書類作成に要した諸経費については、応募者の負担になります。 

⑤ 提出された提案書等の著作権は、応募者に帰属します。ただし、北区が採用する提案の 

公表等に必要な場合は、無償で使用できるものとします。また、協定締結後は、公正性、 

透明性及び客観性を期するため、公表することがあります。決定事業者の提案内容につ 

いて情報公開請求があった場合は、東京都北区情報公開条例に基づき公開します。なお、 

提出された提案書等は返却しません。 

（５）提出先 

東京都北区土木部施設管理課自転車対策係（北区役所第一庁舎３階１７番） 

（６）提出期間 

 令和３年２月１０日（水）令和３年４月１２日（月）午後５時まで（必着） 

 

４ 選定方法 

指定管理者候補者の選定は、第一次及び第二次の二段階審査で実施します。審査及び選定は、 

まちづくり施設等指定管理者候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が行い、北区が 

決定します。 

なお、選定委員会での採点内容及び他団体からの申請書類の内容は、公表しません。 

（１）第一次審査（書類審査） ５月下旬 

第一次審査は、応募書類の内容による選考を行います。その際、事業者（共同事業体の場 

合は代表団体）の登記簿上の本店所在地が、過去５年間に渡り北区内にある場合には、獲得 

した点数の 10％を加算します。第一次審査通過団体は３団体程度になります。第一次審査の 

結果は、応募者全てに郵送でお知らせします。 

（２）第二次審査（プレゼンテーション） ６月中旬 

第一次審査通過者には、６月中旬にプレゼンテーション方式による第二次審査を行います。 
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その際、事業者（共同事業体の場合は代表団体）の登記簿上の本店所在地が、過去５年間に 

渡り北区内にある場合には獲得した点数の 10％を加算します。 

詳細は、改めて連絡することとします。 

（３）候補者の選定 

選定委員会の結果を受け、北区は第一交渉権者及び第二交渉権者を決定します。ただし選 

  定後に第一交渉権者と細目協議を行います。第一交渉権者と協議が整わないときは、第二交

渉権者と協議します。また、選定委員会において適切団体がいないと判断された場合は、交

渉権者を決定しない（該当なし）する場合があります。 

（４）応募者名の公表 

   候補者選定終了後、応募者名を公表します。 

（第一、第二交渉権者以外は順位を公表しません。） 

 

５ 選定基準 

  指定管理者の選定は、以下の基準に基づいて行います。 

（１）事業計画に関すること 

事業計画の内容が、自転車駐車場の効用を最大限に発揮するものであるとともに、その管 

理に係る経費の縮減を図るものであること。事業計画の内容が、利用者へのサービスの向上

を図るものであること。 

① 利用者に対する理念・基本方針 

（ア）利用者が満足できるようなサービス提供に対する考え方は適切か。 

（イ）利用者からの苦情などトラブルに対する対策は適切か。 

（ウ）サービス評価及び情報公開に対する方策が適切か。 

② 安全管理についての基本方針 

（ア）利用者の事故・傷病発生時の対応策、連絡体制及び他機関との連携体制は十分か。 

（イ）防犯・防災対策、防火訓練計画などが具体的に提案されているか。 

（ウ）利用者の施設利用に伴う、備品・設備等の維持管理・保守などの安全対策について 

十分な配慮がなされているか。 

（エ）駐輪施設の維持管理について認識はあるか。   

③ 施設運営に必要な人員体制 

（ア）効率的で適切な職員配置がなされているか。   

（イ）職員に無理な負担をかけない勤務体制、堅実な給与体系が維持されているか。 

（ウ）施設管理マニュアル、窓口対応マニュアルなど人員配置に付帯した適切な方策はあ 

るか。 

（エ）人材育成のために具体的な研修プログラムが計画されているか。 
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④ 自転車駐車場運営に関する認識度 

（ア）これからの駐輪施設のあり方について認識はあるか。 

（イ）放置自転車対策に対する認識はあるか。 

（ウ）自主事業は利用者のニーズを捉えた提案がなされているか。 

⑤  法令遵守及び情報管理体制 

（ア）コンプライアンス（法令遵守）の姿勢は明確にされているか。 

（イ）コンプライアンスに対しての取組、職員への指導は適切か。 

（ウ）個人情報に対する方策が適切か。 

（エ）利用者のプライバシー保護、管理体制は明確か。 

（２）経営能力に関すること 

事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。 

① 施設管理及び事業運営に関する計画 

（ア）今後５年間の資金収支計画及び資金収支計画の科目ごとの算出根拠が適切か。 

（イ）適正に施設の維持管理費が縮減できる具体的な対応策が示されているか。 

（ウ）利用者増を図る方策が具体的に示されているか。 

② 経営状況 

（ア）財政状況は健全であるか。 

（イ）自己資金は確実に保有されているか。 

（ウ）借入金、自己資金等による資金調達が適切か。 

（エ）過去３年間の経営実績に問題は無いか。  

③公共施設の運営実績 

（ア）指定管理者としての実績はあるか。 

（イ）自治体及び官公庁において委託業者としての実績はあるか。 

（ウ）現在、指定管理者の候補者として申請中の事例はあるか。 

④北区への貢献度 

（ア）今後５年間の収支で、区への納付金額 

（イ）北区の資産形成への貢献度 

⑤熱意・意欲 

（ア）北区の放置自転車対策に貢献しようとする意欲を有しているか。 

（イ）北区の施設を運営する法人としてふさわしい理念をもっているか。 

（ウ）本事業に参画する強い意志があるか 
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６ 指定管理者の指定・協定 

（１）指定 

北区議会に指定管理者の指定に関する議案を上程、議決後、指定管理者に指定します。 

（２）協定 

指定議決後に協定を締結します。協定は、指定期間全体を対象とする基本協定と１年単位 

の年度協定を締結します。協定で最低限定める事項は以下のとおりとします。なお、応募時 

の提案は原則実施することとしますが、選定委員会で意見が付された事項や区の施策、財政 

状況等による変更については、協定締結の際に改めて協議することとします。 

【基本協定】 

① 業務範囲に関する事項 

② 指定期間に関する事項 

③ 業務の仕様に関する事項 

④ 利用の許可等に関する事項 

⑤ 事業計画書に記載された事項 

⑥ 自主事業に関する事項 

⑦ 行政財産目的外使用許可に関する事項 

⑧ 備品購入に関する事項   

⑨ 施設の維持修繕に関する事項 

⑩ 利用料金（納付金）に関する事項 

⑪ 管理業務を行うにあたって保有する情報の公開及び個人情報の保護に関する事項 

⑫ 事業報告書及び事業評価に関する事項 

⑬ 北区が支払うべき経費、支払時期に関する事項 

⑭ 不服申立て及び損害賠償の取扱いに関する事項 

⑮ 危険負担に関する事項 

⑯ 引継ぎに関する事項 

⑰ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

⑱ その他、北区が必要と認める事項 

【年度協定】 

①目的 

②業務内容 

③納付額 

④疑義等の決定 
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Ⅳ 問い合わせ先 

北区土木部施設管理課自転車対策係 担当：小林・阿部・大久保 

電 話 ０３（３９０８）９２１８ 

FAX  ０３（３９０８）６７０３ 

電子メール≪shisetsukanri-ka@city.kita.lg.jp≫ 

mailto:shisetsukanri-ka@city.kita.lg.jp

